
承認第２号の資料

「寒河江市市税条例の一部を改正する条例」の改正要旨

税目 条項 条例見出し 改正趣旨 改正前 改正後

第２４条の２第２
項
　※R6.1.1施行

配当割額又は株式等譲
渡所得割額の控除

森林環境税の導入に伴う
改正

規定の整備

第２８条の２第２
項、第３項から第
６項
　※R7.1.1施行

個人の市民税に係る給
与所得者の扶養親族等
申告書

給与所得者の扶養親族等
申告書の記載事項の簡素
化に係る改正

規定の整備

第３１条第１項、
第３項
　※R6.1.1施行

個人の市民税の徴収の
方法等

森林環境税の導入に伴う
改正

規定の整備

第３３条
　※R6.1.1施行

市民税の納税通知書
森林環境税の導入に伴う
改正

規定の整備

第３６条第１項か
ら第３項、第５
項、第６項
　※R6.1.1施行

給与所得に係る個人の
市民税の特別徴収

森林環境税の導入に伴う
改正

規定の整備

第３８条
給与所得に係る特別徴
収税額の納入の義務等

地方税法施行規則様式の
新設に伴う改正

規定の整備

第３９条第１項、
第２項
　※R6.1.1施行

給与所得に係る特別徴
収税額の普通徴収税額
への繰入れ

森林環境税の導入に伴う
改正

規定の整備

第３９条の２第１
項、第２項
　※R6.1.1施行

公的年金等に係る所得
に係る個人の市民税の
特別徴収

森林環境税の導入に伴う
改正

規定の整備

第３９条の６第１
項、第２項
　※R6.1.1施行

年金所得に係る特別徴
収税額等の普通徴収税
額への繰入れ

森林環境税の導入に伴う
改正

規定の整備

第４０条第１項第
５項

法人の市民税の申告納
付

地方税法施行規則様式の
新設に伴う改正

規定の整備

第４１条第１項、
第２項

法人の市民税に係る不
足税額の納付の手続

地方税法施行規則様式の
新設に伴う改正

規定の整備

軽
自
動

車
税

第７１条第１号
　※R5.7.1施行

種別割の税率
電動キックボードに係る
改正

規定の整備

第８６条第１項、
第５項

たばこ税の申告納付の
手続き

地方税法施行規則様式の
新設に伴う改正

規定の整備

第８９条第１項
たばこ税に係る不足税
額等の納付手続

地方税法施行規則様式の
新設に伴う改正

規定の整備

市
　
民
　
税

た
ば
こ
税



第５条第１項
肉用牛の売却による事
業所得に係る市民税の
課税の特例

適用期限の延長に伴う改
正

規定の整備

第７条 読替規定 法律改正にあわせて改正 規定の整備

第７条の２第３項
から第１５項、第
１７項

法附則第15条第２項第
１号等の条例で定める
割合

法律改正にあわせて改正 規定の整備

第７条の３第１２
項

新築住宅等に対する固
定資産税の減額の規定
の適用を受けようとす
る者がすべき申告

法律改正にあわせて改正 規定の整備

第１２条の２
軽自動車税の環境性能
割の非課税

臨時的軽減措置に係る規
定の削除による改正

規定の整備

第１２条の２の２
　※R6.1.1施行

軽自動車税の環境性能
割の賦課徴収の特例

不正を行った自動車メー
カーから納税不足額を徴
収する際に加算する割合
を変更

100分の10 100分の35

第１２条の６第３
項

軽自動車税の環境性能
割の税率の特例

臨時的軽減措置に係る規
定の削除による改正

規定の整備

第１３条
軽自動車税の種別割の
税率の特例

グリーン化特例期限の延
長及び条項の整理

規定の整備

第１３条の２第１
項

軽自動車税の種別割の
賦課徴収の特例

法律改正にあわせて改正 規定の整備

第１３条の２第３
項
　※R6.1.1施行

軽自動車税の種別割の
賦課徴収の特例

不正を行った自動車メー
カーから納税不足額を徴
収する際に加算する割合
を変更

100分の10 100分の35

第１４条の２第１
項、第２項

優良住宅地の造成等の
ために土地等を譲渡し
た場合の長期譲渡所得
に係る市民税の課税の
特例

適用期限の延長に伴う改
正

規定の整備

第２１条
新型コロナウイルス感
染症等に係る寄附金税
額控除の特例

法律改正にあわせて改正 規定の整備

附
　
則


